
【病院の基本方針】
1.安全で良質な医療を提供します 4.医療連携を促進し、地域医療に貢献します
2.被爆者の健康管理と診療の充実に努めます 5.積極的に災害救護活動を行います
3.がん診療の拠点病院として医療の充実に努めます 6.人間性豊かな医療人の育成に努めます

【患者さんの権利と責務】
患者さんの権利

1.患者さんには、個人の尊厳が保たれ、良質の医療を公平に受
ける権利があります。（医療を受ける権利）

2.患者さんには、病状や診断、予後、治療方法などについて、
わかりやすい説明を受ける権利があります。（知る権利）

3.患者さんには、病状や治療方法、予後などについて十分な説
明を受けたうえで、治療や検査を受けるか否かを決定する権
利があります。（自己決定の権利）

4.患者さんには、主治医以外の他の医療機関の医師に相談する
権利があります。（セカンドオピニオンの権利）

5.患者さんには、プライバシーや個人情報が守られる権利があ
ります。（プライバシー・個人情報保護の権利）
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〇4月3日(月)

〇5月14日(日)

〇8月1日(火)～9日(水)

辞令交付式

⾧崎原爆病院で開催した行事やイベントをご紹介します。

2023年6月発行

〇7月20日(木)

〇6月16日(金)
〇4月3日(月)～4月6日(木)

新規採用職員研修会

日本赤十字社⾧崎原爆病院の理念
人道・博愛の赤十字精神のもと、地域並びに被爆者の皆様へ良質な医療を提供します

患者さんの責務と病院からのお願い
1.患者さんは、自身の健康に関する正確な情報を医師・看護師
など医療従事者にお伝えください。（診療情報提供の義務）

2.患者さんは、医師・看護師など医療従事者の説明を理解する
よう努め、治療にご協力ください。治療方針に疑問がある場
合は、遠慮なくご相談ください。（診療協力の義務）

3.患者さんは、すべての患者さんが適切な医療を受けられるよ
う、病院の規則を守り、暴言・暴力・セクハラ・診療の妨げ
となる迷惑行為等はしないでください。（規則を守る義務・
迷惑行為の禁止）

4.適切な医療が維持されるように、医療費を遅滞なくお支払い
ください。（医療費支払いの義務）

5.患者さんは、医療人の育成のための教育や、高度の医療を提
供するための臨床研究に、可能な限りご協力ください。（医
療人育成教育と臨床研究への協力）

あじさいと眼鏡橋

赤十字ふれあいフェスタ（浜の町）
〇5月23日(火)

ANAグループすずらん贈呈式

〇6月3日(土)～4日(日)
日本赤十字社⾧崎県支部常備救護班
要員基礎研修会

令和5年度日本赤十字社⾧崎県支部
常備救護班等任命式
〇6月27日(火)
永年勤続表彰式

NASHIMカザフスタン病院視察

〇8月4日(金)
被爆者診療概況・病院概要記者発表

原爆慰問

林副院⾧就任のご挨拶

村田事務部⾧就任のご挨拶

新任医師のご紹介

ＡＮＡグループからのすずらんの花贈呈
～4年ぶりの病室訪問～

健康教室を再開しました！
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